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平成19年度

※児童２人目は月額5,000円、３人目以降は児童１人につき
月額3,000円が加算されます。

平成19年度

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計を
ともにしていない児童などの母、あるいは母にかわって
その児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長
を願って支給される手当です。
対象となる児童は、18歳到達後最初の３月31日までに

ある児童（心身に概ね中程度以上の障害がある場合は20
歳未満）で、次のいずれかに該当する必要があります。

毎年４月、８月、12月にそれぞれ前月分までが支給さ
れます。

特別児童扶養手当は、精神又は身体に中程度以上の障
害を有する20歳未満の児童を養育している方に対して、
児童の福祉の増進を願って支給される手当です。ただし、
障害を理由に年金を受けることのできる児童や、児童福
祉施設等に入所している児童などは対象となりません。

毎年４月、８月、11月にそれぞれ前月分まで（11月は
当月分まで）が支給されます。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有す
るために、日常生活において常時介護を要する20歳未満
の児童に対して、その福祉の増進を願って支給される手
当です。ただし、障害を理由に年金を受けることのでき
る児童や、児童福祉施設等に入所している児童などは対
象となりません。

毎年２月、５月、８月、11月にそれぞれ前月分までが
支給されます。

特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害
を有するために、日常生活において常時特別の介護を要
する20歳以上の方にに対して、その福祉の増進を願って
支給される手当です。ただし、障害者施設等に入所して
いる方や３ヵ月以上病院に入院している方などは対象と
なりません。

毎年２月、５月、８月、11月にそれぞれ前月分までが
支給されます。


